
条件
【世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等】

軽減率
【保険料均等割額】

「基礎控除額（33 万円）」を超えない世帯で、被保険
者全員の年金収入の控除額をそれぞれ 80 万円
として計算したうえで所得が 0 円となる場合

9 割

「基礎控除額（33 万円）」を超えない世帯 8.5 割

「基礎控除額（33 万円）」＋「26.5 万円×世帯の被保
険者数」を超えない世帯 ( 拡大 ) 5 割

「基礎控除額（33 万円）」＋「48 万円×世帯の被保険
者数」を超えない世帯 ( 拡大 ) 2 割
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高 齢 者 医 療

ほけん課 高齢者医療係　☎ 22-3145

高齢者医療保険料率と保険料の支払方法

　
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
２
年
ご
と
に
保
険
料
率

を
見
直
し
て
お
り
、今
年
度
は
改
定
の

年
と
な
り
、平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料

率
は
据
え
置
か
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、所
得
が
低
い
方
や
被
用
者
保

険
の
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
方

（
※
協
会
け
ん
ぽ
、健
保
組
合
、共
済
組
合
の
加
入
者
な
ど
）

の
保
険
料
は
、継
続
し
て
軽
減
さ
れ
ま
す
。

熊保険料年額の算出方法

47,900 円

均等割額
総所得金額等－ 33 万円

所得割額

9.26％
所得割率

＋ ×

※保険料は年額 57 万円が上限となります。

保険料の均等割額の軽減（被保険者全員が等しく負担する保険料）

条件
【被保険者の総所得金額等】

軽減率
【保険料所得割額】

「基礎控除（３３万円）」＋５８万円を超えない人 5 割

保険料の所得割額の軽減（所得に応じて負担する保険料）

保

市では、国民健康保険被保険者
には年間 20 枚、後期高齢者医
療被保険者には年間 10 枚の施
設利用券を交付しています（年
間とは 4 月～翌年 3 月の 1 年
間です）。
１回の施術で 1,000 円の助成
が受けられますので、必要な方
は保険証、印鑑、申請者の本人
確認書類を持参のうえ、市役所
ほけん課または各支所に申請
してください。
代理の方が申請される時は、必
要な方の保険証、印鑑と代理の
方の運転免許証などの本人確
認書類を持参ください。

▶�保険料の滞納がある場合は
交付枚数を制限させていた
だくことがあります。
▶�施設利用券は本人以外利用
できません。（家族であって
も券を譲渡することはでき
ません）
▶�紛失した場合、再発行はでき
ませんのでご注意ください。

あん摩マッサージ・
鍼きゅう等施設利用券
を交付しています

CITY  INFORMATION

　険料の納付は、介護保険と同じく年金から差引をす
る「特別徴収」と、納付書などで納付する「普通徴収」

の 2つの方法があります。
●特別徴収　�年金から差し引いて納付する方法。年金受給

額が年額 18万円以上あり、後期高齢者医療
保険料と介護保険料の合算額が年金額の 1
／ 2を超えない人が対象

●普通徴収　�特別徴収の対象者以外の人が、納付書または
口座振替で納付する方法　

※�年齢到達の時期や条件により納付方法が異なりますので、
納付方法についてご不明な点は、市役所ほけん課高齢者医
療係へお問い合わせください。

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

後期高齢者医療保険料の支払方法



車両区分 現在の税額
（H27 年度まで）

改正後の税額
（H28 年度から）

二輪（総排気量 250cc 超） 4,000 円 6,000 円
二輪（総排気量 125cc 超 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
原付（総排気量 90cc 超 125cc 以下） 1,600 円 2,400 円
原付（総排気量 50cc 超 90cc 以下） 1,200 円 2,000 円
原付（総排気量 50cc 以下） 1,000 円 2,000 円
原付（ミニカー） 2,500 円 3,700 円
専ら雪上を走行するもの（スノーモビル等） 2,400 円 3,600 円
小型特殊車（農耕用トラクター・コンバイン等） 1,600 円 2,000 円
小型特殊車（その他事業用） 4,700 円 5,900 円
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軽 自 動 車 税

税務課 市民税係　☎ 22-3148

軽自動車税の変更とグリーン化特例による軽減

　
の
法
律
改
正
に
基
づ
き
市
の
条

例
も
改
正
さ
れ
、平
成
28
年
度
以

降
の
軽
自
動
車
税
額
が
下
表
の
よ
う
に

変
わ
り
ま
し
た
。

　

な
お
、環
境
配
慮
の
た
め
、軽
自
動
車

の
う
ち
13
年
を
経
過
し
た
車
両
は
、平

成
28
年
度
か
ら
20
％
が
重
課
さ
れ
ま

す
。ま
た
、平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に

新
車
新
規
登
録
を
し
た
一
定
の
性
能
を

有
す
る
軽
四
輪
車
な
ど
は
、そ
の
燃
費

性
能
に
応
じ
た
グ
リ
ー
ン
化
特
例（
軽

課
）を
導
入
し
、軽
自
動
車
税
を
軽
減
し

ま
す
。

国

CITY  INFORMATION

車両区分
H27.4.1 以 降 に
新規登録検査を
受けた車両

グリーン化特例（軽課税率）＊１、＊２ H27.3.31 以前に
新規登録検査を
受けた車両＊ 3

最初の新規登録
検査から 13 年を
経過した車両＊４２５％軽減 ５０％軽減 ７５％軽減

軽自動車
（自家用乗用）

[ 四輪以上 ]
10,800 円 8,100 円 5,400 円 2,700 円 7,200 円 12,900 円

軽自動車
（営業用乗用）

[ 四輪以上 ]
6,900 円 5,200 円 3,500 円 1,800 円 5,500 円 8,200 円

軽自動車
（自家用貨物）

[ 四輪以上 ]
5,000 円 3,800 円 2,500 円 1,300 円 4,000 円 6,000 円

軽自動車
（営業用貨物）

[ 四輪以上 ]
3,800 円 2,900 円 1,900 円 1,000 円 3,000 円 4,500 円

軽自動車
[ 三輪 ] 3,900 円 3,000 円 2,000 円 1,000 円 3,100 円 4,600 円

（＊１）グリーン化特例は平成 29年度まで運用予定（平成 28年４月１日時点）。　（＊２）それぞれの軽
減対象車の条件などは市役所税務課にお問い合わせください。　（＊３）13 年経過車を除く　（＊４）
軽自動車税の重課対象車①平成 28 年度：平成 14 年 12 月 31 日までに新規登録検査を受けた車両
②平成 29年度：平成 16年 3月 31日までに新規登録検査を受けた車両

軽自動車税の年額／新車の軽課税率適用時の税額

二輪車などの軽自動車税の年額（取得の時期にかかわらず平成 28 年度分から増額）

軽乗用車のグリーン化特例対象車

対象車 内容

電気自動車等 税率をおおむね 75％軽減
H32 年度燃費基準

＋ 20％達成車 税率をおおむね 50％軽減

H32 年度燃費基準
達成車 税率をおおむね 25％軽減

＊�軽貨物車の対象車両と軽減内容は市役所税務課に
　お問い合わせください。

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ
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介 護 保 険 制 度

ほけん課 介護保険係　☎ 22-3145

　
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
と
は
、65
歳
以
上
の
す
べ
て
の

方
を
対
象
に
、介
護
保
険
制
度
の
地
域

支
援
事
業
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
、

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
生
活
で
き
る
よ
う
、ニ
ー
ズ
に
合
っ

た
多
様
な
介
護
予
防
と
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、こ
れ
ま
で
要
支
援
１
・

２
の
認
定
を
受
け
て
利
用
し
て
い
た
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
一
部（
訪
問
介
護
・

通
所
介
護
）が
こ
の
事
業
に
移
行
し
ま

す
。現
在
の
利
用
者
は
、認
定
更
新
か
ら

新
し
い
事
業
へ
移
行
し
て
い
き
ま
す
。

　
「
で
き
る
限
り
介
護
が
必
要
に
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
」「
も
し
介
護
が
必
要

に
な
っ
て
も
、そ
れ
以
上
悪
化
さ
せ
な

い
よ
う
に
す
る
」た
め
に
、こ
の
新
し
い

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

を
積
極
的
に
活
用
し
、介
護
予
防
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

介

どんなサービスが利用できるの？

平成 28 年 4 月から
新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります

65 歳
以上の

皆さんへ

広
告

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

《
対
象
者
》

▼
要
支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
た
人

▼
事
業
対
象
と
判
定
さ
れ
た
人

●
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

　

 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
身
体
介
護
、生
活
援

助
、ゴ
ミ
出
し
や
移
動
支
援
の
ほ
か
看
護
師
な

ど
に
よ
る
短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス
な
ど
。

●
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

　

 

元
気
は
つ
ら
つ
教
室
、機
能
訓
練
、身
体
介
護
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、保
健
・
医
療
の
専
門
職
に
よ
る

短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス
な
ど
。

一
般
介
護
予
防
事
業

《
対
象
者
》

▼
65
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人

○ 

介
護
予
防
に
関
す
る
講
演
や
体
操
教
室
、い
き

い
き
教
室
・
い
き
が
い
講
座
の
実
施
な
ど
。

○ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
や
地
域
活
動（
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
活
動
）の
実
施
な
ど
。

サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
や
事
業
の
お
問
い
合
わ

せ
は
阿
蘇
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎

３
２
ー
５
１
２
２
）ま
た
は
市
役
所
ほ
け
ん
課
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
現
在
、要
支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
、ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
中
の
方
は
、

担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ
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相談する（65歳以上の人）
阿蘇市地域包括ｾﾝﾀｰの担当窓口に相談します。

（原則として、利用者本人が窓口で手続きをします。）

要介護認定を受ける 基本チェックリストを受ける
※生活機能が低下しているか判断します。

要介護
１～５の人

要支援
１・２の人 非該当

介護保険の介護サービス
が利用できます。

介護保険の介護予防サービス
が利用できます。

※ 介護保険のサービスと総合
事業の両方を利用できます
が、内容が重複するサービス
は利用できません。

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターが本人
や家族と話し合い、ケアプラン
を作成します。

生活機能の低下が
みられた人

自立した
生活が送れる人

介護予防・生活支援サービス事業が利用できます 一般介護予防事業が利用できます

要介護認定で要支援１・２の認定を受けた人
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人
（元気はつらつ教室、ホームヘルパー派遣など）

65 歳以上のすべての高齢者
（いきいき教室、ふれあいサロン、いき
がい講座など）

総 合 事 業

広
告

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ


